
最高裁訟第415号

平成25年7月26日

改正令和4年12月22日最高裁訟第468号

改正令和6年7月16日最高裁総訟第203号

改正令和6年12月24日最高裁総訟第640号

各法廷首席書記官殿

訟廷首席書記官殿

最高裁判所大法廷首席書記官

事件記録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票の

備付け、保存､廃棄等について（指示）

標記の事務について、下記のとおり定めましたので、平成25年7月26日から

これによって取り扱ってください。

記

第1 事件記録及び事件書類の保存、送付及び廃棄について

1 事件記録等保存規程（昭和39年最高裁判所規程第8号。以下「規程」 とい

う。 ）の運用に関しては、次のとおりとする。

(1) 通達等の準用

規程の施行に関して、下級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答

を含む。 ）の定めは、特別の指示がある場合を除き、これを準用する。

（2） 保存期間の特例

、 人身保護事件報告書の保存期間は、当分の間、事件結果の報告があった日

から起算して1年とする。

（3） 国立公文書館への送付



最高裁判所事務総長から、規程第10条第1項の規定に基づき内閣総理大

臣に移管することとされた記録及び事件書類の移管の指示があったときは、

当該指示にかかる事件書類等を、独立行政法人国立公文書館に送付する。

刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関して2

は、次のとおりとする。

(1)通達等の準用

刑事関係確定事件記録及び事件書類の保存及び廃棄の事務の運用に関し下

級裁判所に対して発せられた通達（通知及び回答を含む。 ）の定めは、特別

の指示がある場合を除き、 これを準用する。

（2） 保存期間等の特例

ア当庁において保存する大審院のした裁判の裁判書の原本の保存期間は、

当分の間永久とする。

イ 当庁において、判決及び上告事件を完結する決定の謄本を保存するもの

とし、保存期間は、当分の間、事件終局から30年とする。

なお、事件を完結する決定に添付を省略された上告趣意書の写しは、当

該事件の裁判書謄本と共に保存する。

3様式

1及び2の事件記録及び事件書類の保存に関しては、別紙様式第1から別紙

様式第5までの様式による。

2 事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等について

事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等の事務の運用に関しては、次のと

第2

おりとする。

1 通達等の準用

事件関係帳簿諸票の備付け、保存、廃棄等に関し下級裁判所に対し発せられ

た通達（通知及び回答を含み、押収物等取扱規程、裁判所の事件に関する保管

金等の取扱いに関する規程及び予納郵便切手の取扱いに関する規程の施行につ



いての通達等を含む。 ）の定めは、特別の指示がある場合を除き、 これを準用

する。

2事件関係帳簿諸票の名称等

事件関係帳簿諸票の名称、様式、備え置く係等及び保存期間は、別表第1及

び別表第2のとおりとする。

3事件関係帳簿諸票の区分又は別冊について

(1) 事件関係送付簿は、次に定める事項ごとに区分し、又は別冊とすることが

できる。 さらに送付先又は送付書類ごとに区分し、又は別冊とすることがで

きる。

ア庁内

イ庁外

（2） 既済事件処理簿は、事件種別又は事件結果ごとに区分し、又は別冊とする

ことができる。

4帳簿諸票備付経過簿

(1)記録保存係は､帳簿諸票備付経過簿を作成して、備え置く。

（2） 帳簿諸票備付経過簿には、別表第1及び別表第2記載の帳簿諸票を整理番

号順に登載する。

（3） 帳簿については司法年度の初めに、諸票については保存のための引継ぎを

受けたときに、それぞれ登載する。

付記

1 指示の廃止

平成22年3月12日付け最高裁訟第000110号大法廷首席書記官指示「事件記

録等の保存、送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票等の備付け、保存及び廃棄に

ついて」 （以下「旧指示」 という。 ）は、平成25年7月25日限り、廃止する。

2 経過措置

(1) この指示の実施の際、現に備え付けられ、又は保存されている帳簿諸票（帳

簿諸票保存簿を除く。 ）は、この指示により備え付けられ、又は保存されてい



る帳簿諸票とみなす。

（2） 旧指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付けることができ

る帳簿諸票で、 この指示により備え付けなければならない帳簿諸票又は備え付

けることができる帳簿諸票とされなかったものについての保存期間は、従前の

とおりとする。

（3） 従前の諸用紙は、 この指示に定める諸用紙として利用することができる。

（4） 帳簿諸票備付経過簿は、平成26年度以降の事件関係帳簿諸票について作成

する。

付記（令和4． 12． 22訟第468号)．

1 実施

この指示は、令和5年1月1日から実施する。

2 経過措置

この指示の実施の際、現に備え付けられ、又は保存されている帳簿諸票（帳簿

諸票保存簿を除く。 ）は、 この指示により備え付けられ、又は保存されている帳

簿諸票とみなす。

付記（令和6． 7． 16総訟第203号）

1 実施

この指示は、令和6年7月16日から実施する。

2経過措置

（1） この指示の実施の際、従前の様式による用紙が残存している場合には、 これ

を使用して差し支えない。

（2） この指示の実施の際、現に備え付けられ、又は保存されている特別保存記録

等保存票の保存期間は、なお従前の例による。

付記（令和6． 12． 24総訟第640号）

1 実施

この指示は、令和7年1月1日から実施する。

2経過措置
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(別表第1）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（民事関係）

r特男ll胎告事｛牛箔



’

事件簿以外の一般帳簿諸票

(送付簿等）

(送達関係）

(予納郵便切手関係）

(閲覧謄写関係）

(保管金及び民事保管物等関係）

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

04

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

05

、■■■■■■●■■■■■●●D■■■

06

D●●●●■■●●●､包り●●Q●●､

07

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

08

be血■C6QQ●●●●CQgQeeoI

09

､●■■■■■●●●■■■■■●●■■.

10

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

11

■■■■●●■●■■■■■●●●■■●q

12

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

13

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

20 (削除）

21 事件関係送付簿
法 廷

訟廷各係
5年

22 事件記録出納簿
法 廷

記録保存係
5年

23 記録受領書 民事事件係 5年

24 書留郵便物受領証（特別送達用）
法 廷

民事事件係
5年

25 同 （書留用）
法 廷

民事事件係
3年

26 ､郵便送達委任簿 法 廷 5年

27 予納郵便切手保存簿 裁判関係庶務係 1年

28 受領書 法 廷 5年

29 民事事件記録等閲覧・謄写票 裁判関係庶務係 原符5年

整理

番号
帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

使用する

様式



’

’

(注) 1 ※を付した帳簿は、事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

2大法廷においては、 1以外の帳簿についても、事件が係属したとき又は記載事項が生じたと

きに備え置くものとする。

－

l●●●●●｡●0｡早●●●●■

40

41

帳簿諸票備付経過簿
bGe●●｡■g■●■■■■■a●■■■■■●●■■、■■■●●■●■■■●●●■■｡●●■■■■Q●●●■｡●Ce●●●●G･･､●●oQO･●●●●●■●●geDDQQq●●q●○､●、●●･●O●●DGC◆●｡●●●CG

帳簿諸票等引継書

裁判原本等保存簿（民事）

記録保存係

記録保存係

記録保存係

登載された全ての帳簿諸
票を廃棄するまでの間

5年

登載された全ての編冊を
廃棄し，特別保存に付
し，又は独立行政法人国
立公文書館に送付するま
での間

23

,｡■●｡●●○●●●甲Q●●ひ｡●■■

24

■■●●e■●●■■●●号●■■■●●q

25

42

－1
保存期間延長記録等保存票 記録保存係

保存期間を延長した当該
事件記録等を廃棄するま
での間（当該事件記録等
について特別保存をした

場合において、国立公文
書館に送付するときに
あっては国立公文書館に
送付するまでの間、特別
保存をした場合において
国立公文書館に送付しな
いときにあっては永久）

26

－1

２
２
４
－ ′ 特別保存記録等保存票 記録保存係

特別保存に付した当該事
件記録等を国立公文書館
に送付するまでの間（当

該事件記録等を国立公文
書館に送付しない場合に
あっては永久）

６
２
２
’

43 人身保護事件報告簿 民事事件係 5年 27

44 国庫金立替請求及び負担額通知簿 裁判関係庶務係 5年 28

45 認証等用特殊用紙授受簿 訟廷庶務係 3年 29



(別表第2）

最高裁判所に備え付ける帳簿諸票（刑事関係）
●

’ｸ741hの事ｲﾋ仁匪

整理
番号

帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間
使用す
る様式

46 刑事上告事件受付票(あ） 刑事事件係 120年 30

47 刑事(旧法)上告事件受付票(れ） 刑事事件係 120年 30

48 刑事上告事件事件票(あ） 刑事事件係 120年 31

49 刑事(旧法)上告事件事件票(れ） 刑事事件係 120年 31

50 非常上告事件簿(さ） 刑事事件係 120年 32

51 刑事再審請求事件簿(き） 刑事事件係 120年 32

52 刑事上告受理申立て事件簿(ゆ） 刑事事件係 120年 32

53 移送許可申立て事件簿(め） 刑事事件係 10年 32

54 判決訂正申立て事件簿(み） 刑事事件係 120年 32

55 刑事特別抗告事件簿(し） 刑事事件係 20年 32

56 費用補償請求事件簿(ひ） 刑事事件係 10年 32

57 刑事補償請求事件簿(も） 刑事事件係 10年 32

58 訴訟費用免除申立て事件簿(せ） 刑事事件係 10年 32

59 刑事雑事件簿(す） 刑事事件係 10年 32

60 没収の裁判の取消第一審事件簿(収へ）※ 刑事事件係 10年 32

61 没収の裁判の取消上告事件簿(収と）※ 刑事事件係 10年 32

62
法廷等の秩序維持に関する法律違反
第一審事件簿(秩と）※

刑事事件係 5年 32

63
法廷等の秩序維持に関する法律違反
特別抗告事件簿(秩ち）※

刑事事件係 5年 32

64 医療観察再抗告事件簿(医へ）※ 刑事事件係 20年 32



’外の一般帳簿認
b e

’
｣

’

整理

番号
帳簿諸票の名称 備え置く係等 保存期間

使用す
る様式

65 (削除） 04

66 事件関係送付簿
法 廷

訟廷各係
5年 05

67 既済事件処理簿 法 廷 5年 33

68 事件記録出納簿
法 廷

記録保存係
5年 06

69 国選弁護人候補指名通知依頼簿 刑事事件係 5年 34

70 書留郵便物受領証(特別送達用） 法 廷 5年 08

71 同（書留用）
法 廷

刑事事件係
3年 09

72 普通郵便委任簿 法 廷 5年 35

73 国庫郵券請求簿 裁判関係庶務係 5年 36

74 刑事事件記録等閲覧･謄写票 裁判関係庶務係

～

原符5年 37

75 保管金提出書 法 廷 原符5年 14

76 保管票 法 廷 10年 15

77 民事保管物受払簿(刑事）※ 法 廷 10年 16

78 民事保管物原簿(刑事）※ 保管物主任官 10年 17

79 保管票送付簿※ 法 廷 3年 18

80 仮出民事保管物送付簿(刑事）※ 法 廷 3年 19

81 仮出票 法 廷 3年 20

82 受領票 法 廷 5年 21

83 雑 法 廷 3年 －



保存期間備え置く係等帳簿諸票の名称

押収物主任官

押収物主任官

法 廷

押収物主任官

一
一
一

一
》
《

腓
一
群
一
群
一
岬

一
》
》

一
一
一

》
》
凶

８
９
州
０
唖
１

－
３
－
４
》
４

３押収物整理簿

仮出簿

仮出押収物送付簿※

押収物保管票

》
》
》

別
一
妬
》
師
一
研

唖

晒

》
蛇
》

》
唖
唖

一
》
》
岬
梱

年

》
》

０１

群
一
群
一
畔

一
一

一
》
》

一
州
《

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

押収物主任官

保管物主任官

押収物主任官

旭
一
哩
一
網
》
“
輻
一
繩
》
卿
》
“

保管票

仮出票

受領書(還付）

受領書(仮還付）

一
●
》

８
－
９
恥
０
酔
ｌ

●

ぬ

８
－
８
》
９
《
９

Ｍ●脚

函■ 申

ーー
一一一』一一一一一一一一一一睡』函一一画一一奉り■一■

唾
嘩
心

申
印
叩

》
岬
》

函
岬
唖

率
叩
覗

一
岬
一

一
《
一

年
一
年
》
年
》
年

５
》
３
価
５
噸
５

－
唖
一

一

一
一

押収物受領書

押収物送付書(甲）

押収物鑑定結果通知書

廃棄処分書

92．

93

94

95
一一一一一四一幸侮ウ宰一 ーー

押収物主任官
●ー●…●車…邸学函騨pーーー■■■ーー■幽室函

押収物主任官

5年
尚ロ陣…●ー…~唖…一一興■……‐ー■■■■■ー■脚■宙

3年

49

－………ー｡…一ー函

換価処分書
一やロー卸口~画…ｰ率●■､”函一幸一軍一一一一一一画■南唖■H■‐■､歯●師一輔…○申一““由｡尚｡~O脚●尚｡御●御一軍･甲軍一宇■■■□‐＝章一P｡■章■蘭■単■蘭■単■菌口錬口蝉●卸

雑

96

章一■■Ⅱ■■■■■■…＝■■■一

97
一

(保存関係）

登載された全ての帳簿
諸票を廃棄するまでの
間

'した全ての帳瀧
寒套‐さ－スキマ尋〃記録保存係帳簿諸票備付経過簿 23ー

…一………一一■●■一－－－－－

98

qOIqDIqpI●pI的IDpI“■卯H●脚

一一

４
岬
５

２
僻
２

１
１
ト
ー
’
－
１
１
１

“
冊
に
法
送

婚
編
存
政
に

》
の
保
行
館

詳
一
琶
柵
伽
鳩
銅

一
鋤
》
州
睡
峠
１
係
》
係

存
》
存

鍔
一
保

全ての編III

特別保存に

独立行政荘
丈書館に適
の問

帳簿諸票等引継書

Q●HgmgHgmqHb邸q脚●pIQDU●pn日､■“ﾛ■■■gDpg■U■､ﾛ■●ﾛ■岡●脚■、■脚■幻DHO■4p脚O耐p胸●HDN●Hp和■Hg申pH■明●H●I4bH●脚帥●DU4DU■DUG■■QDpq■ﾛ■､ﾛ■■岡､■■脚■砲■■■■0■M■IDI”■”0.●Iq■60●Iq脚●帥006■Cl

裁判原本等保存簿(刑事）99

ー一一一一一－一車函一一一画一一一＝一 ー…ー

保存期間を延長した
当該事件記録等を廃
棄するまでの間（当
該事件記録等につい
て特別保存をした場
合において、国立公
文書館に送付すると
きにあっては国立公

文書館に送付するま
での間、特別保存を
した場合において国
立公文書館に送付し
ないときにあっては

永久）

呆存期間を延長

当該事件記録等

軽するまでの間
亥事件記録等に
て特別保存をし
合において、匡
文書館に送付す
きにあっては匡

文書館に送付す
での間、特別保
した場合におし、
立公文書館に送
陸い少去にあっ

６
１
２
一記録保存係保存期間延長記録等保存票100



(注） 1 ※を付した帳簿は、事件が係属したとき又は記載事項が生じたときに備え置くものとする。

2大法廷においては、 1以外の帳簿についても、事件が係属したとき又は記載事項が生じたと

きに備え置くものとする。

整理

番号

101

帳簿諸票の名称

特別保存記録等保存票

備え置く係等

記録保存係

保存期間

特別保存に付した当
該事件記録等を国立

公文書館に送付する
までの間（当該事件
記録等を国立公文書

館に送付しない場合
にあっては永久）

使用す
る様式

６
２
２
－



様式01(表）

平成 年（ ）

（
赴
高

民
事

上
告
事
件
簿
）

H10Mnl

巳
－

０
－

－● －－ － －－

事 件 番 号

当 庁 受 付 冊● 、 冊■ p

事 件 名

上 告 人

申 立 人

原 。

被 ‘

控
被

原
被
控
被

被 上 告 人

相 手 方

参 加 人

解訟物債格（貼用印紙） 万円（ 円） 万円（ 円）

第
一
審

裁 判 所

受理 日 。 番号

終局 日 ・ 結果

高地 支簡

・ ・ （）

● ●

高地 支簡

（ ）● ●

● ●

控
訴
審

裁 判 所

事 件 番 号

終局 日 。 結果

上告提起事件

上告受理申立て事件

商地 支

（ ）

● ●

（ ）● ●

● ● （ ）

高地 支

（ ）

● ●

（ ）● ●

（ ）● ●

当

春

（受）終局日 P結果

終 局 日

結 果

妃 録 送 付

受・不● ●

● ●

判・決

冊、 ● ●

● ● 受・不
● a

判・決

冊● ●

関連上告・上告受理事件番号 （ ） （ ）

備 考
｡

担当法廷

(添付郵券）

受領印 小

（ 円）
１
８
Ｊ＃

（ 円）



(裏）

ダ

一口 ■ーー 一

冊． ● ■ 冊● ● ● ● 冊

原
被
控
被

原
被
控
被

原
被
控
被

万円（ 円） 万円（ 円） 万円（ 円）

高地 支簡 商地 支簡 商地 支簡
● ● （ ） （ ）● ● ・ ・ （ ）

● ● ● ● ● ●

高地 支 高地 支 商地 支

（ ） （ ） （ ）

● ● ● ●
『 ◆ 0

● ● （ ） 。 。 ｛） ● ● （ ）

● ● （ ） ● ● （ ） ● ● （ ）

受・不● ● 受・不● ● 受・不● ●

● ● ● ● ● ●

判・決 判・決 判・決

冊● ● 冊● ● 冊● ●

（ ） （ ） （ ）

▽ ･

小

（ 円）

小

（ 円）

小

（ 円）



様式 02
(表）

）年（平成

（
斌
高
．
民
事
．
錐
事
件
簿
）

H]3.(M3)

ー

事 件 番 号
1

当 庁 受 付 。 。 ． 冊 冊● ●

事 件 名
守

貼 用 印 紙 円 円

申 立 人

相 手 方

一

審

裁 判 所

申立 日 。 番号

終 局 日

結 果

商 支
地家 簡

（ ）● ●

● ●

高 支
地家 簡

● ● （ ）

● ●

二

審

裁 判 所

申 立 日 。 番号

終 局 日

結 果

特別抗告提起事件

許可抗告

申立て事件

申立日・番号

貯可決定日

高
地 支

。 ． 〈 ）●

● ●

も
Ⅱ
一
〃
ｆ

″
０
６
、

●◆

（ ）● ●

● ●

高
地

支

● ・ （ 〉

● ●

（ ）● ●

・ ・ （ ）

● ●

当
審

終 局 日
I

絵 果

記 録 送 付

● ●

・ ・ 冊

● ●

｡ 。 ． 冊

関連特別・許可抗告事件番号 （ ） （ ）

備 考

担当法定
(添付郵券）
受領印 小

（

小

（ 円）



6

(裏）

－－－ GG .一一 一一F 一
－一一 一一ー

冊． ● ■ ・ 冊● ｡ 冊● ●

）

円 円 円

1

高 一 支
地家 簡凸

高 支
地家 、 筒

商
地家

支
簡

（ ）● ● （ ）● ● ｊ早

〃
Ｐ
ロ
ー

●●

● ● ● ● ● ● ●

b 高
地

支
高
地 支

高
地 支

● ● （ ） □ ● （ ） （ ）■ ●

● ● ● ● ● ●

● ● （ ） （● e ） ． ● ● （ ）

（ ）● ● ● ● （ ） （ ）0 ●

、 ● ● ● ● ●

● ● ● b ● ● ●

冊● ● 。 。 ・ 冊 冊● ●

（ ） （ ） （ ）

小

（ ． 円）
・ 小

（ 円）
小

（ 円）



、

様式03
(表）

平成 年（ ）予備欄

｜

ー － 一 －－ー－－
－ ー ●－． 一一 －

事件番号

当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
備 考

申
・
相

原
・
被

Q O

上I控I
． ’ ． ’

0 0

被I被I
D O

。 。 受・不
●ーー~＝■■一一一一一一－一一一ｰ－－－ー一一■

・ ・ 判・決
B＝ｰ－－■■一一-一一一■■ーーー弓■■一一一一ｰ■

１
２
３

上
・
被

雲
０
ロ
ー
ニ
８
０
営
日
曽
日
”
●
■
０
．
二
日
今
Ｉ
ｄ
ｇ
▲
、
凸
■
０

申
・
相

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
■一一一一＝ーー一一■■ｰ‐ー‐ｰ~ー‐ーー‐■■■

。 。 判・決
■ｰ‐‐~--ー一一一ー一－－－一一一■■ーー＝■

１
２
３
．

上
・
被

Ｉ
Ｏ
０
０
０
０
９
９
０
１
１
１
１
１

申
・
相

控
・
被

原
・
被

。 、 受。不
一一一一－一一■■一一一一一一‐一一一■■■■■■一F■

。 。 判・決
■一一－一一ｰ一一ーー■■一唾一一一ローーーーー｡

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
ローーーー■■一一ー一一一一

● ●

■■ーー4■■■■■■一一一一●

判・決
■ー＝一一一■■ー■■－－ｰや一一一一■■一一ロー一口

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
●

被

. 。 受・不
■ー~ーｰ一一ー'■■■■一1■■＝一一一一一■■ーー‐ｰ由

。 。 判・決ゅ

岸一一一一一■■＝ーー‐‐一一■■ー~ー－－－－‐●

１
２
３

申
●

相

上
●

被

控
・
被

原
・
被

・ ・ 受・不
■＝一一－一一ーー‐‐‐‐ーー－－＝画や一一ｰ■

． ． 判・決
■ーー一一－一-一■■ｰー‐‐ｰーー一一~一一一■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
・
被

。 、 受・不
pーー■■一一■■一一一一一一一ー一一一一一一一一■

■

、 ． 判・決
■ー一宇■■ー一一一‐－－＝‐‐ー~■■ー●■~ーー■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

・ ・ 受・不
■一一一一一ー－－一一－一一一一一一■■＝ー一一口

。 ． 判・決■

■■■ー一一一一＝ぬ一一一一一一一■■ｰ‐一－一一■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

. ． 受・不
○一一－一一ｰ一一ー‐ー'■■一一一－一‐一一ー~■

・ ・ 判･決
■‐一ｰ一一一一一一一ー一一一一~－－－‐一一亨

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

・ ･ 受・不
■■■－－‐つ一mｰ鐘一一一一一一一一一一■■一一■

。 。 判・決
”草一一一一一一一■■－■■ー■■ｰ■■~－‐‐‐■■＝■

１
２
３

申
・
相

ｄ
◆

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
■ー■■一一‐~ーー一一一一‐‐一一一一一一一一m

。 。 判・決
Q

■■ローーー■■ー一一一一‐一一一一－－‐‐‐ｰ‐曲

１
２
３



(裏）

平成 年（ ）予備欄

闘刷、

一 争一一一

事件番号
当事者

区 別

氏 名

終 局

結 果

法
廷
傭 考

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
■ー一一‐ーｰ－－－■■一つ一一一一一■■一一一ｰ■

． ． 判・決
■一■■一‐一一一一一■■‐一一＝‐一一‐－－－■■■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

. ． 受・不
■‐ｰーー‐－■■ーー一一■■■■ロー‐ｰ一一ー－－●

・ ・ 判・決
■ー一一中一一一一■■一一一一一■■ーｰｰｰ‐■■ー■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

● ● 受，不
ｰ■■ー一一一一一‐一一＝－－‐－－‐一ｰーーー■

・ ・ 判・決
声1■■‐－－－－ー‐ー1■■一一ー一一‐Ⅱ■■ Ⅱ■■一一■■一4■

１
２
３

申
・
相

上
●

被‘

控
・
被

原
・
被

. ． 受．不
一一一一一一一一一■■－－－ーーー‐ー一四一＝‐a

． ． 判・決
■一一一ｰ一－一一‐■■一一ーｰーｰ一一一一一一■

甲

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

。 。 受・不
厚一一ー一Pー■■ｰｰ■■■■■■ー‐‐一一‐ー■■‐‐■

． 。 判・決
p一一一一一一一一一一－－－－一一ー－ー－■■ー■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

。 。 受・不
凸Ⅱ■■ Ⅱ■■■■－－ｰ一一一一一一一■■－－－~ｰ一一■■■

。 。 判・決
■ー■■一一一一一一ー一一■■－－ー一つ一－一一ｰ●

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． 。 受・不
■ーー＝一一一■■一－－ーー一一一I■■一一一ｰ一ー■

。 。 判・決
■‐‐ー－－－■■一一‐一一ー~‐－－－－－■■－■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
●ー一一一■■ー■■■■ｰ口一一一一一一■■■■一一一一■

． ． 判・決
Pｰー■■ー■■ｰ‐'■■一一一ｰ一－一一■■ーヒーニコー■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

・ ・ 受・不
口一一一口一一一■■ー一一一一■■ー‐ー■■－－＝‐■

・ ・ 判・決
■‐一一－一一一一ー‐ー一一一一-一一や一一一■

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

■‐‐ーｰｰ
●

. ． 受・不
ｰー

●

●

－－－幸－－－算■■－－－p■－－＄

・ 判・決
画一一一一一一一一一■■ー一一‐‐一一‐ｰー‐■■卓

１
２
３

申
・
相

上
・
被

控
・
被

原
・
被

． ． 受・不
ローーーーーー一一一一ーー｡■■■■一一－－－－－－■

・ ・ 判・決
■一■■1■■一一－一一一一一一ｰ一■■ー一ーー一一一■

１
２
３
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▽
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◇
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．
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．
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．
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．
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．
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－
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９
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◆
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；
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．
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０
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０
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４

１

１

〆 一■－ 一G-－．一一－一一 ←｡ 子

O● 一

芦
０

ー 一

←〆
～

一

~

〆

夕

～

一

一

ー



別紙(1)

様式05 事件関係送付簿

送付 事件 番 号 文 書 の 標 目 送 付 先 受領確認 備 考

（ ）

（ ） 、

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



別紙(2)

様式06 事件記録出納簿

貸出月 日

記 録

事件番号または
被告人（少年・対象者）氏名

冊数

受 領 者

所属及び氏名

返還予定

年月 日

受領確認

返 還

年月 日

返還記録

受領者印

備 考

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

ロ ロ ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●



様式07‐

(記録発送日平成年月日 ）

紀録受領：書

下配の事件配録を受領しました

平成 年 月 日

地方裁判所

裁判所香配官

最高裁判所訟廷事務室民事事件係御中

合計 件 冊

〔連絡事項〕

本受領害を,ファクシミリ(番号03-3262-1198)送僧してください(送付書不要)。

－－－－－－－

事件番号 冊数 備 考

平成年（ ）第号



様式08
書留郵便物受領証（裁判所控）

(特別送達用）

1

2

3

4

5

6

７
８
９

10

ト

I

事件番号 受送達者の氏名 備 考 送達済 不送達 引受番号 郵便料 摘 要

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

（ ） □ □

(差出人） 引
受
局
日
付
印



１
１

！

様式09
I

書留・特定記録郵便物等受領証
Ｄ
、
■
■
■
■
ロ
且
ｑ
８
Ｈ
１
ｌ
４
■
■
■
■
■
■
ロ
■
■
■
９
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０

’

がない

■です．

９
１
１
１
１
１
卜
■
』
０
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
。

I

(ご依頼主のご住所・お名前）

様

お届け先のお名前 お問い合わせ番号 申出損窪､頂 摘 要

様

橡

様



別紙(3)

様式10

郵便送達委任簿（第 小法廷）

送 付 事件番号 受送達者 送達書類 受領確麗 備考

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

□ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

■ ■

（ ）

（ ）

□
□
ロ
ロ
ロ



様式11
予納郵便切手保存簿

I

１
１
１
１
１
１

I

’

事 件 番 号 額
受 入 れ

年月 日 摘 要

返還事由

発生年月日

処 分

年月 日 摘 要 印

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ｡ ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号 ● ● ● ● ● ●

平成 年（ ）第 号
● ● ● ● ● ●



別紙(4)

様式12

事件番号｜令和 年（ ）第 号

令和 年 月 日

御中裁判所

住所

氏名

受 領 書

円分を受領しました。郵便切手

予
納
郵
便
切
手
受
領
書

I



別紙(5)
様式13

．-…---……･･････-----………ﾆｰｰｰｰｰｰ切----皇-…-----.--..--..--…‐取・･--…･･-...----..---．…･---..--･･‐線．---..-..--=．．-奎・･重-包琴二二-..-？
～

最商裁判所

注意 1 申鯖人は，太枠内に所要亭項を配入し， 「印紙」欄に所定額の印紙をちよう用（消印しない｡）

の上，原符から切り取らないで， この票を係負に提出してください。

2 『申鯖区分」欄， 「申鮒人」欄の「資格｣欄， 『閲党等の目的」欄及び｢提出害類」欄は，骸当
文字をOで囲み，その他に鱗当する場合には, （ ）内に具体的に記入してください。

3 「閲覧・謄写人氏名」桐は，申鮪人以外の者に閲覧・勝写させる場合に記入してください。

4事件配鉦中の録音テープ等の複製を申鯖する場合には，複製用の録音テープ等をこの票ととも

に係負に提出してください。
ml)

一. －－－ ◇ そ

…洲閲究･卿卿） 申鯖区分 閲覧 ・瀞写 ・複製

受付年月日 令和 年 月 日 ちよう用印紙顛 円

事件番号

申鯖人氏名

令和 年（ ）第 号
事件記録等返還

月日・事件担

当書記官受領印

● ●

ロ却下

ロ拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官

票受領印
(大法遥・第 小法園

原符番号 第 号 担当法廷 大法廷 ・ 第 小法廷
~

民事事件記緑等閲究・謄写票 申鯖区分 閲党・騰写・複製

申舗年月日

事件番号

当事者

氏名

》
》

閲冗等の目的

提出害類

年 月令和 日

令和 年（ ）第 号

碑
’

等・その他

）
委任状・その他

（ ）

申
鯖
人

資 格

住所又は

弁塵士会

氏 名

閲冗

謄写
人氏名

所要晃込時間

当事者・代理人・利害関係人

その他（ ）

印

時間 分

閲究等の部分 許否及び特別指定条件 許可権者印

許
。
否

交付月日 ●

閲覧人・謄写人

記録等受領確認

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●

印
紙

記 録 等

返還確認印

複製申請人

複製物受領確認

備
考



様式14

(哀）

(原符）

_L－－－且」
DC‐■､ q■●4■q■｡‐●●4■d■｡■1 ．■q■｡I

◎注窓 1 頭の箇所は，提出者が記入してください。
2 提出者は． この膏面（提出轡）に保管金を露え，会計係（歳入旗出外現金出納官吏）
に提出し，又は送付してください。
3保管金を提出した場合には，必ず保管金受領証書を受け取ってください。

支部載判所

◎注童指定口座への掻込みに支障を生じた場合には，至急その旨を届け出てください。

－－－－ － ■＝ －
－

事件番号（被告人） 平成年（ ）第 号 係轡肥官氏名

金 額 円 提出者氏名

提出轡交付年月日 平成 年 月 日 覆 目

受入年月 日 平成 年 月 日 提出害進行番号 平成 年度第 号

原 符 番 号
係官

･害･･･

記印

原符番号 第 号

爆菅金提出審

（ 兼 還 付 購 求 ■ ）

y 、

道行.番号
平成 年度

第 号

主任書妃

官 印

係盲

妃富

印

部 係

受入年月日 平成 年 月 日

事件番号

(被告人）

平成 年（ ）第 号 図 目

金 額

ｑ
Ｏ
８
０
０
０
０
０
０
０
■

百

ｂ
”
▲
Ｕ
《
■
■
ｇ
凸
■
■
。
■
ｑ
■
■
■
Ｕ
▲
■
■

十

■
『
ｄ
１
■
８
口
０
■
ｑ
■
０
０
■
■
８
０
■
８
■

偉 千 百

■
官
ａ
９
曲
Ｕ
・
■
■
■
二
■
凸
■
凸
■
■
ｇ
凸
■
■

十 万

日
■
８
０
“
８
１
０
凸
ｑ
Ｏ
凸
■
二
■
二
■
白

千 百

９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
■

十 円

磯

提出年月日

平成 年

月 日

護

提出者

住所

氏名 印
冠鯖 （ ）

薮

遭付金

の鐙込

先等

握込先

金 融

磯関名

口座番号

銀行

金庫

支店

預金種別

口座名鏡人の

住 所

氏 名

(フリガナ）

普通， 当座‘通知，別段

損込年月日 平成 年 月 日

小切手番号



(裏）

－ －■＝ 一→ 一

－－

通知受倒

年月日

期満失効

起算年月日
摘 要 支払高 残高 支払年月日

● ● ● ●

円 円
● ●

ゆ ■

● 0 ● ● ● ●

● ● C U G●
● ●

● ● ● ●
● ●

● ● ■ ● ●

e O

● ●

● ● O ●
● ●

● ■ ● ●
● ●

■ ● ● ●
● ●

● ●
●

● ○

■

● ●

● ● ● ◆ ●
旬 ● ●

● ● ● ●
● ●

● ● ● ●
● ●

● ● ● ･● 。
● ●

● ● ■ ●
● ●

● ● ● ●

U ら

● ●



別紙(6)

様式15

(注） 受け入れる保管金が会計規程第25条第1項に基づく場合には、 「事件番号(被告人)lは、 「保管法令l とする。

保 管 票
受入年月 日

提出者氏名

平成 年 月 日
出納官

吏等印

提出書

進行番号

事件番号
(被告人）

種 目

平成 年度第 号

平成 年（ ）第 号

提出金額

備 考

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

現金

払出通知

年月 日
期満失効
起算年月日

主任書記官印又は

事務主任官､印
係書記官印又は

担当係印
摘 要

出納官
吏等印
支払 高 残 局

● ● ● ●

● ● ● ●

■ ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● 、 ● ，



別紙(7)

様式16

令和 年

保 管 番 号 第 号

受 入 年 月 日

事 件 番 号。 令和 年（ ）第 号

主任．書記官 係書記官

提 出 者

口
目 等n口

受領年月， 日 保管物主任官

原 簿 進 行 番 号

返
還

事由発生年月 日

事 由

年一 月 日

結 果

主任書記官 係書記官

備 考



別紙(8)

様式17

ー

(民事保管物原簿）令和 年

~竜

進行番号 受領月日 保管番号 事 件 番 号 目 等
ロ
ロロ 保管場所

払 渡 し

年月日 事由
保管物

主任官

備 考

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

第 号 第 号 令和 年（ ）第号

第 号 第号 令和 年（ ）第号



別紙(9)

様式18

令和 年
(表）

保
管
票
送
付
簿

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 ・番 号 受領確認 備 考

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 ・年度第 号 令和 年（ ）第 、号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

。 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年〈 ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ 〉第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 ．号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号



(裏）

0

送付
月 日
提出書進行番号 事 件 番 号 受領確認 備 考

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第
画
右 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

0 令和． 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

９
０ 令和 年度第 号 令和 年（ ）第。 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和
Ｕ
《
■

年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

● 令和 年度第 号． 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号

令和 年度第 号 令和 年（ ）第 号



別紙⑩

様式19 (表）

令和 年

仮
出
民
事
保
管
物
送
付
簿

裁判官
主 任

書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

保管番号 第 号 第 号 第 号

原簿進行番号 第 号 第 号 第 号

目 等
ロ

ロロ

交
付
送
付

月 日

事 由

先
付
付

交
送

受領確認

返還年月日 ● ■ ● ● ● ●

備 考



(裏）

令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

第 号 第 号 第 号 第 号

第 号 第 号 第 号 第 号

● ● 白 □ ● ■ ■ ■



別紙(1D

様式20

仮 出 票

’

主任書記官

仮出年月 日 令和 年 月 日

係
書
記
官 部 係

受 領

確認

原簿進行番号 令和 年度第 号

事件番号 令和 年（ ）第 号

口

目 等口側

仮出事由

返還予定年月日 令和 年 月 日

返還年月 日 令和 年 月 日

保管物

主任官

受領

確認

備 考

｡



別紙(12）

様式21

受 領 票
今

主任書記官

受領年月 日

原簿進行番号

令和 年

令和 年度第 号

● 争争▲ 一一e令一ニニ チ マ一q 一一一一

ノ

事件番号 令和 年（ ）第 号

口
目 等口口

事 由

I

備 考
～

U Q



様式22

平成 年度 秘密記敏文書受払表

｜ 受入 ’

保管番号 第 1 号 第 2 号 第 3 号

受入年月日 ■ ● ■ ■ ■ 、

事件番号
(基本事件番号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

平成年（ ）第 号
(平成年（ ）第 号）

首席
書記官
担当
書記官

申立人

秘密記載文書

引継 ’

事由発生日 ■ ■ ■ ■ ■ ■

事由

年月日 ■ ■ ● ● ■ ■

結果

首席
書記官
担当
書記官

備考



様式23

平成 年

帳
簿
諸
票
備
付
経
過
簿

一ー昌 － －？ー－－｡ー － －

整理

番号
帳簿諸票の名称

作成

月日

引継ぎ

保存

満了

年度

廃 棄

(取扱責任者印）
備 考

● ●

冊

平成

年

｡ ●

●｡

● ｡

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

｡ ●

◆ ■

冊も

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ひ

● a

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

｡ ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● ●

冊

平成

年

● ●

● 0

冊

平成

年

0 ｡

● ＄

冊

平成

年

● ､



様式24

平成○○年○○月○○日

訟廷首席書記官殿

第○小法廷首席書記官○○○○

帳簿諸票等引継書

保存のため,下記の帳簿諸票等を引き継ぎます。

記

番号 年度 帳簿諸票等の名称 冊数 備 考



様式25

裁判原本等保存簿

一-.--一~~一 ‐~一一~一一~一--－･一一一

一－一 ー

編冊の表示 完結(裁判)の日 保存終了の日 廃棄の日 備 考

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

G ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● 0

● ● 旬 ■

● ●

I
● ●

｡ ● ● ■

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
芋 ●

g ● ● □

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●

● ●

I
● ●

● ● ● ●



別紙⑬

様式26－1

保存期間延長記録等保存票

裁判所

記録（事件書類）

の表示

明・大・昭・平・令 年（ ）第 号

事 件 名

(通称）

事件

（ ）

延長の対象 記録の一部。全部 冊 事件書類 冊 通

延長の理由 ア保存期間満了後に当該債務名義に係る債務の履行期が到来す
る 。

イ再審又は和解無効確認等の事件が現に係属し、又は係属する
ことが予想される。

ウ関連する事件が現に係属し、又は係属することが予想される。

エその他
（ ）

現に係属している事件

裁判所 支部

平成 年（ ）第 号

事件

事件の特徴

延長の要望者の氏
名等

延長の認定の日
● ●

延長の終期
● ●

延長の始期
● ●

廃棄の日
● ●

備
考



隙式26 2

特別保存記録等爆存票（事僻記録等）

靴判刷

記毒（串件蚕頬j

の表示
年（ ）第 号

事件名

(通 鞠‘）

ロ記録

ロ事件霧類

IIII

lIl｝ 通
保存の対象

｡

ロ

ロ

(1)重蛮な憲法判断謬諏された。

(2)里要な判例とな-.た栽判がされた寧料など法令の爾釈運用l特に参考

になる判断が躯された。

(3)訴訟運寓&.特に蕃考にな愚霧琿蒟法により処理された。

(4)世梢を反験した事件で史料的趣舶が鳥い。

(5)全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方におけ愚特殊な意義を有す

らu

(6)調音研究の璽蛮な毒考資ｵwIとなる。

(7)少琢保砿串付の調査l特に参考になる調脊を行った。

その他

（ ）

匡
口

ロ
ロ
ロ特別保存の琿由

ロ
ロ
ロ

0

判例集・裁判集警赦

ロドl紙2紙掲戦

担当部申出（理由上記に該当）

特別保存の要望

口事儲関係肴（ロ当事肴ロ被需者ロその他

ロ弁溌f会ロ学術関係帝

ロその他（

戸
一
同
一
一
〕
一
〕認浄プロセヌ

）

）

事件の

慨要及び特徴
U

ロ

ロ

傭署

別紙ロ確認票（口写し） ロ申出書（口写し）

特別保存認憲日 年 月 日



様式27別紙(14）

人身保護事件報告簿

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● 0

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
一一一＝ｰ＝■■ｰｰ‐■■＝■■＝画一■■‐－つ■■ロー‐ｰーー■■ー‐一口

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 O ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領確認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
■■ーｰー－ー■■－ー■■ーーｰー－－ｰ‐ーー■■■■一一■■ー‐■■■■‐一ｰ

認容棄却却下

受領確認

記録番号 請求者 担当小法廷 小

係属庁 高地 支部 事件番号 (人 ）

報告受理日 ● ● 請求受理日 ● ●

受領確認

経過報告日

● ●

● ●

受領確認

受領確認

● ●

● ●

受領確認

受領碗認

終局日

終局区分

● ● 判決決定和解成立取下げ
‐ー一■■ｰ■■＝■■ 1■■つ‐ｰ‐ー■■■■■■ーー一一一ー＝一一一~ー■■■■卓

認容棄却却下

受領確認



別紙鯛

様式28

進行

番号

事件主
任官

支出

年月日

債務者の住所

及び氏名

立替金の

金 額
事件番号

立替えを

要する事項

郵便の

種別

出納担当者
への通知日 備考

年
月
日

住所〒□□ロー□□□□

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

住所〒□□□－□□□□

フリガナ

氏名

年（ ）

第 号

口判決

口決定正本の送達

口記録到着通知

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき



様式29

認証等用特殊用紙授受簿

年月日 摘 要
枚 数

受領 配布 残

製造番号 （発行地 ）

受領 配布
印 備考

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

。～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

～ ～



様式 30
）（年平成

受
付
票
（
最
高
刑
）

一 －
－－ヨー 一 一一一一

一
一

日
一
還
一
号

一
一
●
“

月
一
返
一
番

一
一
口
争

付
一
審
一
件

一
一

受
一
原
一
事

一
》 原裁判所 件 名 被 告 人 雛 上告趣意書差出

月 日
F1■■■I■●●I■●令I■■レマ●DCC●●･■■ひe●■■■Pb■q

■ﾛ■｡●●凸凸'■'■■P●●●1■‘■'■●●●●｡●●●わ◆凸●'■q

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

0

月 日
ﾛ■●●●●●ｨ■●‐1■■●●■■●●●●●今凸■‐■●●凸■

､‐車●●‐●●争一一一●●P‐一口口中1■｡｡‐一つ｡‐●q

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
､1■■●CCC●の●ac－●◆‐●｡I■｡●●｡●｡■■●＝4

h■●凸●●●凸‘■4■■の字●｡■■■■■｡●G1■I■●や｡●■

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
D○｡●●●'■●‐I■‐｡｡●●●■■宅一一一‐｡■ロー■■q

●

B●■●●●●●q■｡‐､4■－凸ロ■｡q■●勺●｡｡。■■●？｡

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
､●●｡‘■●●1■？●●■守一●申●今｡｡I■●わ●●●●●●■

■‘■●Gロー●●‐‐1■守一守口■｡'■●｡‐1■■●●●●■●q

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■ゅ、●●●●●●‐一一●｡■●｡●I■ローロ■ロー‐■ーロ4

,ゅ●o●｡●●●●申●凸己●■■●わゆ●●■◆ロ●｡●cq

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
b■●■●4■4■●｡●‐4■I■■●●●‐‐｡■●・●●｡申どの■

D

p I■●●今●‐●命凸●●｡■●隼－－4■凸凸●凸●◆●ー●‐●q

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
be●●■,●●●●●●凸凸●q■｡●e●●●○句の｡●■'■4■1

B●｡●｡●‐｡‐●●●●●●‘■1■●■●｡｡●‐●■●■■I

号

高

●

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■●一の●｡■●●●●写。■ゴ■苧,■｡■■●●■の■●－●q

■●。●･ロー●●■●◆●●●や‐由凸●●●●●●●●1■■q

号

高

支

勾・未収･不拘･保

月 日
■
ｑ
の
。
。
●
●
ご
●
●
。
●
●
●
ゆ
。
●
勺
。
一
■
●
■
●
一
●
■
凸
①
今
●
と
●
。
●
寺
の
口
中
■
●
毎
句
●
●
●
の
。
■
■
●
●
●
●
●
●
●
膳

，

号

高

支

勾・未収･不拘･保



別紙(16) 様式31
(表）

事
件

票
（
最
高
刑
）

‐一－－.守－－
一一~ －－告● eー－－

報告

（ ）

②
菌

● ●

､q4 .句◆●､ﾔ画ｬ申･むらG d 6 U”合一G句■｡●■ bF｡■呂凸･酔呼q･ ■ 4 ...ゆb b●~“

● ●

主任裁判官 詞在官 害配官 受付月日

D B

配録数

冊

令和 年（あ）第 号

事 件 名 被 告 人 身柄

C Q

弁
護
人

私選

申

国選

起訴日

第 ■■■■I■■ 審

地裁 支部 簡裁

(判決宣告 ）

第
一
一 審

高裁 支部

(記録受理 ． ． ）

(判決宣告 ． . ）

● ●

4

上告申立て 被告人・ ・ 弁護人・ ・ 検察官． ．
異議

訂正
申立て （ ）

終
局

裁
判

裁判日 主 文
決定謄本
送達日

０
△
９
０
０
０
０
マ
０
▲
９
９
０
正
Ｕ
０
マ
１
０
０
色
８
０
０
０
８
０
９
０
０
０
８
０
▲
６
■

確定日

▼
●
■
■
■
△
■
甲
凸
で
△
■
甲
●
■
富
■
▽
■
ｇ
▲
■
マ
●
■
■
甲
凸
■
上
■
豆
■
》
▲
■
凸
■
凸
■
■
■
▲
■
ワ
ａ
ザ
△
、
■
凸
守
＆
■
ム
■
基
■
？
■
申
公
■
又
■
・

■
▲

■

■

ｇ

●
■

凸

■
可

■

■

■

Ⅱ
■

且

■
》

凸

■

凸

■
里

■

》
▲

■

又

■

■
●

■

一
■

画

■

ｐ

一
■

且

■
ご

凸

口

凸

■
凸

■

一
■

？

■

口

凸
甲

一

■
官

■

胃

■

■
■

■

書記官

上
告
取
下
げ

取下被告人 受付日

● ●

拘置所受付日

（ 拘 刑）

b

● ●

検察官に通知

D ●

書記官 検察官
了知

町

第 小法廷



(裏）

令和 年（あ）第 号

－－－ 一
－－一凸｡｡－－－

－－－－七一一一－－一

大法廷回付・撤回 回付 ● ● 撤回 ● ●

予
備
欄

b

■

ﾛ

備
考
欄

上
告
趣
意
書

完
結
後
の
処
理
事
項

そ
の
他

最終日 ● ● ● ● ● ●

提出

0

● ．● （ ）

● ● （ ）

. ． （． ）

● ● （ ）

● ● （ ）

● ● （ ）

事 項 （事件番号） 処 理

訴訟費用負担決定 ● ● 決定 命じない

訴訟費用免除申立て（ （せ） ） ● 。 免除棄却
審
審
一
ｓ
一
一
送付

（ （ ） ） ● ●

（ （ ） ） ● ●

合

記録送付 ● 、 冊 原審返還 ● ●



様式32

平成 年（ ）

ｰ

（
最
高
・
刑
事
雑
事
件
簿
）

－一一一一一一一垂一 －－－－－一一－ －－ー ■－

事 件 番 号

受 付 ● ● 冊 ● ● 冊

事 件 名

申立人氏名

(検･被・弁・その他） (検・被・弁・その他）

被告人等氏名

原

審

庁 名

事件番号

終 局

結 果

鰻･高・地･家′ 支部
簡

（ ）

● ●

最・高･地･家 支部
簡

（ ）

● ●

基 本 事 件 （ ） （ ）

申 立 日
● ●

（ 拘 刑）

● ●

（ 拘 刑）

終 局 Q ● ● ■

結 果

記 録 送 付 q ■ ● ●

備

考

大法廷回付

報告②
（ ）⑬

担当法廷 受領印 4 、 4 、



様式33別紙(17)

令和 年 既済事件処理簿

リ

一一 ｡－一◆－－ ●－

終局
月日
事件番号 被告人 結果

騰本
受領

確鯉

確定

月日

確定通知

月日 受領確麗
備考

■

（ ）
□ 、

■

（ ）
● ■

■

（ ）
■ ■

、

（ ）
□ ■

●

（ ）
● ●

●

（ ）
● ■

■

（ ）
■ □

●

（ ）

●Q

□ ■

●

（ ）
■ ■

■

（ ）
● ■

■

（ ）
● ■

●

（ ）
□ ■

■

（ ） G B

■ ●

●

（ ）
■ ●

●
０

（ ）
、 ●

●

（ ）
● ●

■

（ ）
● ■

●

（ ）
● ●



別紙⑱

様式34

国選弁護人候補指名通知依頼簿

進行番号 事件番号 被告人 受領確認
選任通知

受領確認
小法廷 備考



１
１
１

型
埋
舌
》

暉
師
詞
遥

職

』

駿
出
榔
哩
繍
咽
郡

I

１
１

’

’
母

１
１
１重

単
壼
晨
午

’L

馳
鯉
騒
鰍

鯛 類 鯛 頚 隅 鯛 姻 鯛 鯛 鯛 鯛

小
鞠
辻
側

、
凸

皿
哩 、 、 、 、 、

～

、 、 、 、 、 、



別紙剛

様式36

進行

番号

支出

年月日

受取人の住所

フリカﾞナ

及 び 氏 名

負担の

金額

事件番号 負担を要する事項

郵便の

種 別

受領

確認

年
月
日

〒□□□－□DDD

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき

年
月
日

〒□□□－□□□□

年（ ）

第 号

口裁判書謄本の送達

口裁判事務連絡

口訴訟手続によらない事務連絡

口予納の督促費用

□

口特別送達

口書留

口簡易書留

口普通郵便

□はがき



様式37別紙(211

写････,-.....-.,-..-.･･･-.-.,...-．～-.､-....-.-..-... .切・･-一･一･･･一･･･････…-.-..-…－．－．．－取・ ･･－．－－．一一･･一･･一･一･･･････一･･－．．－…線”－．．－．．－．－．．－．．－．．－．．－．．－．．､－．．．．．．－．．-'一・・垂一

最高裁判所

注意エ 申鯖人は，太枠に所要事衷を妃入し， 「印紙」桐に所定額の印緩をちよう用（消印しない.）の上，

原符から切り取らないで． この栗を係貝に提出してください。

2 「申鯖区分」楓， 「申師人」楓の「変格」掴， 「閲党等の目的」桐及び「提出毎類」掴は，醸当文

字を○で囲み，その他に舷当する場合には， （ ）内に具体的に配入してください。

3 「閲完・臨写人氏名」欄は， 申鯖人以外の者に閲党・聯写をさせる場合に配入してください。

一 令一 一③ －－ーP -r－ ーeー雫 』－▲ ｰー－－一つ一一一一

刑事事件記録等閲覧・謄写票（原符）

受付年月日 令和 年 月 日

申鯖区分

ちよう用印紙額

記 録． 。 旺拠物

閲 冗 ・ 藩 写

円

事件番号

被告人等氏名

申鯖人氏名

令和 年（ ）

鯖 号 事件肥錘等返還

月日 ・事件担

当寄記官受領印

一○‐‐q■‐ーq■＝。■ー■

口担香

ロ却下

ロ拒絶

原符番号 第 号
事件担当書記官

票受領印
(大法廷・第小法廷）

原狩番号 第 号 担当法廷 大法廷・第 小法廷

刑事事件配録等閲覧・騰写票

申鯖年月日 令和 年 月， 日

申鯖区分

記 録 。 鉦拠物

閲 究 ・ 鵬 写

事件番号

被告人等氏名

閲究等の目的

令和 年（ ）

第 号

瞬鰹軍傭導・その他

｛ ）

申
鮪
人

資 格

住 所

又は

弁謹士会

氏 名

被告人・弁睡人・その他

（ ）

印

征拠韓勝写方法
＝ ●

閲究

鰭写
入氏名
事藷貝・業者． ・ その他

（ ）

所要晃込玲間

ー出…日

時間 分

月 日

提出香類

委任状
C

● その他

［ ）
閲究等の部分 酔否及び特別.指定条件 娘判憂(官)印

許
．
．
否

担当害配官印

印
紙

－
０
０
０
０
０
０
１
甘
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
０
０
Ⅱ
０
１
８
１
ゴ

ロ
ロ
一
口
。
年
。
一
一
口
■
ロ
参
ロ
ロ
一
幸
の
一
ロ
ロ
一
口
●

更
■
・
Ｕ
０
▲
■
・
叩
凸
■
０
△
■
汀
七
句
・
Ｕ
Ｏ
０
ａ
Ｕ
ａ
■
・
甲
・
■
・
甲
白
甲
Ｕ
ｊ

－
一
口
一
■
一
一
一
・
一
・
一
口
●
。
一
一
つ
。
一
や
一
・
一

口
０
・
■
■
■
Ｓ
Ｂ
Ｕ
・
■
■
Ｕ
・
■
■
■
■
ｇ
■
巳
▲
甲
凸
ｇ
▲
甲
△
０
．
・
・
■
合
■
凸
■
・
日
。
口

凸
一

↓

一

一
や
》
一
一
》
。
口
一
口
一
ロ
一
一
一
一
口
一
口
一

勺
■
・
０
８
０
０
０
０
ａ
■
Ｏ
Ｂ
Ｕ
０
０
１
・
■
▲
ｇ
ｏ
・
■
０
Ｇ
句
Ｌ

交付月 日

閲覧人・謄写人

記録等受領確認

記 録 等

返還確認印

備
考



別紙卿

様式38

年令和

月日 押 収 番 号

事 件 番 号

被 告 人
(少年・対象者）

事件終局年月日

事 由

係書記官

部 ・ 係

処分終了

年月日

押収物

主任官 備 考

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号
Ⅱ■■ q■■一一一q■■ 4■■ 1■■ーⅡ■■ 1■■ 1■■一一－4■■－－－1■■ 1■■ーI■■ーーー1■■

ほか 人

● ●

■■ーーー■■■■■■一一■■■■一一一■■■■ I

部 係 ●

◆ 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

． ほか 人

● ●

ーⅡ■■ 1■■ー‐一一ーーーーーI■■ 1■■ 4■■ Ⅱ■■

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

＝1■■ 1■■一一ー－4■■－4■■ーーI■■ーーー

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号
一一一一一一一■■■＝1■■ q■■一一.■■一一一一q■■ーー一---ー

ほか 人

● ●

＝一一■■ー－－4■■■■一一一一一■■ー

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか 人

● ●

ｰーーー■■■■一一一一一一一一一一

部 係 ●

● 令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

ほか A、

● ●

ｰーー1■■ I■■ 1■■一■■ ■■ー一一一一ｲ■■ 4■■

部 係 ●



1

別紙倒

様式39

令和

ノ

年

(仮出簿）

仮出
月 日

０
■

押 収 番 号 符 号
係書記官
部 ◆ 係

返還予定
月 日

返 還
月 日

押収物

主任官
備 考

●

令和 年押第
巨
弓●

部 係 ● ●

●

令和 年押第 号
部 係 ●

●

令和 年押第 号
部 係 ①

令和 年押第 号
部 係

●

令和 年押第 号
部 係

令和 年押第 号
部 係 心

令和 年押第 号
部 係 ‐

令和 年押第 号
部 係 ●

｡

令和 年押第 号
部 係

●

令和 年押第 号
部 係 0 ●



別紙“

様式40

令和 年

(仮出押収物送付簿）

裁判官
主 任
書記官

事件番号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号 令和年（ ）第 号

押収番号 令和年押第 号 令和年押第 号 令和年押第 号

符 号

口
目口口

数 量

交
付
又
は
送
付

月 日

事 由

先
付
付

交
送

受領確認

〆.

返還年月日 ● ● ● ● ｡ ●

備 考



別紙間

様式41

才甲 L灰 牛勿 保管 要謹

収
、
号

押
番

事件

番号

令和 年押第 号

令和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者）

係書記官･部･係

ほか 人

部 係

符号
口

目ロロ

０
０
０
１

■■ ■■ーー■■ ■■ ■■ー■■ー■■ ■■

数 量

０
０
０
０

‐ーq■凸一■■ー‐口｡●‐

受領
年月日

騰粧髄
受領確認

処 分

年月日 要 旨

年月日 結 果
押収物

主任宮

備 考

■■ ■■■■ー■■ー■■ ■■ ■■■■ーー

０
９
０
０

０
９
０
０

一一一一やー‐‐一一一‐

、

０
０

一一一一■■一一ー■■ q■ーー

０
０
８
０

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■P＝‐



別紙㈱

様式42

(注）符号欄に余白が生じた場合には、その部分に斜線を引く。

仮 出 票
主任

書記官

押収物

主任官

仮出

年月日

令和 年

月 日

係書

記宮
部 係

受領確認

事件

番号

令和 年（ ）

第 号

被告人

(少年 ①

対象者）
ほか 人

押収

番号

令 和 年 押 第 号

符
号
仮出

事由

返還

予定
年月日

令 和 年 月 日

返還

年月日

令和 年 月 日

保管物

主任官

受領確認

備考



別紙剛

様式43

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物

主任官

受 領 書（還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の還付を受け、受領しました ◎

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号 H
p

nn 数量



別紙旧引

様式44

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物

主任官

受 領 書（仮還付）

令和 年 月 日

裁判所 御中

住所

氏名

次の押収物の仮還付を受け、受領しました。

必要があれば、いつでも提出します。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 年押第令 和 号

符号 目
ロ
ロロ 数量



別紙倒

様式45

(注）

1 事件番号、押収番号等は、押収物を送付した裁判所のものを記載する。

2記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

6

押収物受領書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を受領しました。

押収物主任官

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事 件 名

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 年押第令 和 号

符号 目
ロ
ロロ 数量



別紙帥

様式46

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

押収物送付書

令和 年 月 日

裁判所 御中

庁名

次の押収物を送付します。

押収物主任官

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件 名

被告人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目口口 数量 備 考



別紙(31)

様式47

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

裁判官
押収物

主任官

保管物

主任官

押収物鑑定結果通知書

押収物主任官殿

令和 年 月 日

裁判所書記官

次の押収物は、鑑定の結果変化したから、通知します。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目口口 数量 変化の状況



／

別紙側

様式48

I

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

“

裁判官
主任

書記官

廃棄処分書

庁名

令和

押収物主任官

年 月 日

次の押収物は、廃棄する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日廃棄した。 。

事件番号 令 和 年（ ）第 号

事件名
I

被告 人

(少年・対象者） ほか 人

押収番号 令 和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 廃棄方法 備考



別紙偶）

様式49

(注） 記載事項を省略せずに適宜様式を変更しても差し支えない。

裁判官
主 任
書記官

庁名

換価処分書

押収物主任官

令和 年 月 日

次の押収物は、換価する裁判（令和 年 月 日）に基づき、令和

年 月 日売却した。

事件番号 令和 年（ ）第 号

事件 名

被告 人

（ 少年） ほか 人

押収番号 令和 年押第 号

符号
口

目ロロ 数量 単価 金額 備考

合計金額 円 （保管票進行番号令和 年第 号）


